
支
給
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

○
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
…
…
…
…
九

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

○
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
…
…
…
…
九

及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
に
基
づ
き
運
転
者
等
が
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め
…
…
…
…
九

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
四
号

山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
重
要
事
項
説
明
書
）

第
三
条
　
知
事
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
入
の
申
込
み
に
際
し
、
当
該
申
込
み
を
し
よ

う
と
す
る
者
に
対
し
保
険
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
告
知
事

項
そ
の
他
の
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
中
「
申
込
者
告
知
書
」
を
「
申
込
者
（
被
保
険
者
）
告
知
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ウ
中
「
心
身
障
害
者
」
の
下
に
「（
加
入
申
込
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
に

限
る
。）」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
二
第
二
項
中
「
脱
退
一
時
金
給
付
請
求
却
下
通
知
書
」
を
「
脱
退
一
時
金
（
加
算
額
）
不

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

三
月
十
日

号
外
第
十
二
号

水　曜　日



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

二

第１号様式（第４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

三

第２号様式（第４条関係）



第
七
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

四



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

五

第７号様式（第４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

六



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

七

第７号様式の２（第４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

八



第
十
五
号
様
式
中
「
第
１
５
号
様
式
」
を
「
第
１
５
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）」
に
、「
年
金
給
付
請

求
却
下
通
知
書
」
を
「
年
金
（
加
算
額
）
不
支
給
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
号
様
式
中
「
第
２
１
号
様
式
」
を
「
第
２
１
号
様
式
（
第
１
０
条
関
係
）」
に
、「
弔
慰
金

給
付
請
求
却
下
通
知
書
」
を
「
弔
慰
金
（
加
算
額
）
不
支
給
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
号
様
式
中
「
脱
退
一
時
金
給
付
請
求
却
下
通
知
書
」
を
「
脱
退
一
時
金
（
加
算
額
）
不
支

給
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
一

号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
規
定
（
第
十
条
の

二
、
第
十
五
号
様
式
、
第
二
十
一
号
様
式
及
び
第
二
十
四
号
様
式
の
規
定
を
除
く
。）
は
、
平
成
二

十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
に
加
入
し
、
又
は
口
数
追
加
を
す
る
者
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
に
加
入
し
、
又
は
口
数
追
加
を
し
た
者
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
五
号

山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
三
項
又
は
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
又
は
第
二

十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
に

改
め
る
。附

　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
号

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
二
年
三

月
二
十
六
日
と
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
七
号

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管

理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
う
ち
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
十
六
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、

第
二
十
五
条
の
次
に
八
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
三
十
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

条
例
第
六
十
一
条
の
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。

一
　
使
用
者
が
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
場
合

二

駐
車
し
よ
う
と
す
る
自
動
車
が
山
梨
県
県
税
条
例（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）

第
百
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
を
減
免
さ
れ
て
い
る
場
合

三

駐
車
し
よ
う
と
す
る
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
（
身
体
又
は
精
神
に
障
害
を
有
し
歩
行
が

困
難
な
者
を
い
う
。
）
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の
と
し
て
市
町
村
の
条
例
に
よ
り
軽
自
動
車
税

を
減
免
さ
れ
て
い
る
場
合

四
　
そ
の
他
前
三
号
に
準
ず
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
八
号

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
運
転
者
等
が
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

九

第
１
５
号
様
式

年
金
（
加
算
額
）
不
支
給
決
定
通
知
書

第
２
１
号
様
式
（
第
１
０
条
関
係
）

第
２
１
号
様
式

弔
慰
金
（
加
算
額
）
不
支
給
決
定
通
知
書脱
退
一
時
金
（
加
算
額
）
不
支

脱
退
一
時
金
給
付
請
求
却
下
通
知
書

求
却
下
通
知
書

給
付
請
求
却
下
通
知
書

給
決
定
通
知
書

第
１
５
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

年
金
給
付
請

弔
慰
金



山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
運
転
者
等
が
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
運
転
者
等
が
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め
る
規

則
（
昭
和
六
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
第
一
号
中
「
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
後
段
」
を
「
、

第
四
十
九
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
四
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
五
後
段
」

に
、「
第
四
十
九
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
十
九
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

一
〇

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


